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『ショートタイム（ＳＴ）社員制度』の運用開始に関するお知らせ『ショートタイム（ＳＴ）社員制度』の運用開始に関するお知らせ『ショートタイム（ＳＴ）社員制度』の運用開始に関するお知らせ『ショートタイム（ＳＴ）社員制度』の運用開始に関するお知らせ    

■パートタイマーの社員への転換を促進する制度■パートタイマーの社員への転換を促進する制度■パートタイマーの社員への転換を促進する制度■パートタイマーの社員への転換を促進する制度    

■社員がワーク・ライフ・バランスに応じて働く時間を選択できる制度■社員がワーク・ライフ・バランスに応じて働く時間を選択できる制度■社員がワーク・ライフ・バランスに応じて働く時間を選択できる制度■社員がワーク・ライフ・バランスに応じて働く時間を選択できる制度    

 

 

 

 当社は、２００７年１０月１日より「ショートタイム（ＳＴ）社員制度」の運用を開始いたします。この制

度はパートタイマーから社員への転換を促進し、社員と上級パートタイマーの格差是正を図るとともに、多様

化する就業形態に対応するために導入するものです。 

 

 

１．導入の背景 

①労働市場の変化 

 ａ．正規社員、非正規社員ともに“超”売り手市場へ。 

 ｂ．就業形態および職業観の多様化。 

 ｃ．正規社員、非正規社員格差解消への法律改正。 

②当社の現状 

 ａ．製造、販売現場でパートタイマーの戦力を重視。 

 ｂ．大量退職の始まりと業績低迷期の新卒採用空白期間による若年世代の不足。 

 ｃ．社員と同等の能力を発揮する上級パートタイマーの増加。 

 

２．制度のねらい 

①多様化する就業形態、就業意識に対応できるワーク・ライフ・バランスを視野に入れた雇用形態の実現。 

②良質な人材の確保。 

③社員と上級パートタイマーの格差解消。 
④パートタイマーのモチベーションの維持、向上。 

 

３．ショートタイム（ＳＴ）社員制度とは 

①社員とパートタイマーを区分していた「時間」の概念を撤廃し、社員とパートタイマーを「就業する仕 

 事の内容」、「発揮する能力」で区分する制度です。 

②従来の社員を「フルタイム（ＦＴ）社員」と改称、新たな雇用形態である短時間勤務の社員を「ショー 

 トタイム（ＳＴ）社員」とし、社員の意思で自由に働く時間を設定できる、ワーク・ライフ・バランス 

 を考慮した制度としています。 

 

 

 

 



 

 

 

 

４．ショートタイム（ＳＴ）社員制度の概要 

①勤続３年以上のパートタイマーに、ショートタイム社員転換へのエントリー資格が与えられます。 

②エントリー後、所定の選考過程を経て、合格すれば年１回所定の日にショートタイム社員に転換します。 

③本制度新設時は、在籍するパートタイマーのうち上級パートタイマーに格付されている約１８０名につ 

 いて、２００７年１０月１日付で本人の意思のみでショートタイム社員への転換を認めることとしてい 

 ます。 

④ショートタイム社員でフルタイムでも勤務できる条件が整った場合には、ショートタイム社員としての 

 経験が１年以上あれば、本人の意思で年１回所定の日にフルタイム社員に転換できます。 

⑤逆にフルタイム社員が育児や看護・介護等（理由は問わない）のため、短時間勤務を希望する場合には、 

 無期限でショートタイム社員に転換できます。職能資格はそのまま、賃金は転換前の月給を時間割にし 

 て支給することになります。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

転換の流れ転換の流れ転換の流れ転換の流れ  

パートタイマーパートタイマーパートタイマーパートタイマー  

ショートタイム社員ショートタイム社員ショートタイム社員ショートタイム社員  

フルタイム社員フルタイム社員フルタイム社員フルタイム社員  

①エントリー（勤続３年以上） 
②上司評価 
③筆記試験・適性検査 
④部門長面接 
⑤役員の最終承認 

＊毎年１０月１日付

①本人希望 
②ショートタイム社員経験１年以上 

①本人希望 
②年間所定労働時間９６０時間以上 
  （フルタイム社員の半分） 

＊毎年４月１日付 

フルタイム社員からショートタイム

社員への転換も可能 
ワーク・ライフ・バランスに応じて

短時間勤務が可能 

何回でも転換可能


